
○ニセコ町気候変動対策推進条例施行規則

令和６年１２月１６日規則第３６号

ニセコ町気候変動対策推進条例施行規則

（趣旨）

第１条　この規則は、ニセコ町気候変動対策推進条例（令和６年ニセコ町条例第２７号。

以下「条例」という。）の施行に際し必要な事項を定めるものとする。

（種類）

第２条　条例第２条第１項第７号で規定する再生可能エネルギーは、次に掲げるものとす

る。

(1)　太陽光

(2)　風力

(3)　水力

(4)　地熱

(5)　地中熱

(6)　バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用すること

ができるもの）

(7)　前各号に掲げるもののほか、雪氷熱や太陽熱、その他エネルギー源として永続的

に利用することができるものであって町長が認めるもの

（協定の締結）

第３条　条例第９条第２項の規定による事項は、次に掲げる事項とする。

(1)　環境への負荷を低減するために事業者が行う取組

(2)　環境への負荷を低減するための組織体制

(3)　前２号の公表の方法

(4)　その他町長が必要と認める事項

（取組状況の報告）

第４条　条例第１０条の規定による報告は、当該年度の末日から起算して６０日以内に行

うものとする。

（建築物の新築に係る環境への負荷の低減の検討等）

第５条　条例第１２条第１項に規定する性能の評価は、建築物のエネルギー性能の向上に



関する法律（平成２７年法律第５３号）の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年省令第１号）で定める建築物エネルギー消費性能基準へ

の適合性について判定し、外皮平均熱貫流率（ＵＡ値）が０．２８ｗ／㎡ｋ以下を満た

す住宅、又非住宅建築物では一次エネルギー消費量基準（ＢＥＩ）が０．８以下を満た

す建物への検討を行うものとする。

２　条例第１２条第１項第１号で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1)　文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により国宝、重要文化財、重

要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定さ

れ、又は仮指定された建築物

(2)　文化財保護法第１４３条第１項又は第２項の伝統的建造物群保存地区内における

同法第２条第１項第６号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物

(3)　旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年法律第４３号）の規定により重要

美術品等として認定された建築物

(4)　北海道文化財保護条例（昭和３０年北海道条例第８３号）第４条第１項の規定に

より道指定有形文化財に指定された建築物

(5)　ニセコ町文化財保護条例（昭和６３年条例第８号）第４条第１項の規定によりニ

セコ町指定有形文化財に指定された建築物

(6)　第１号、第３号、第４号又は前号に掲げる建築物であったものの原型を再現する

建築物

(7)　景観法（平成１６年法律第１１０号）第１９条第１項の規定により景観重要建造

物として指定された建築物

３　条例第１２条第１項第２号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1)　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８５条第１項又は第２項に規定する

応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後３か月以内であるもの又は

同条第３項の許可を受けたもの

(2)　建築基準法第８５条第２項に規定する事務所、下小屋及び材料置場その他これら

に類する仮設建築物

(3)　建築基準法第８５条第６項又は第７項の規定による許可を受けた建築物

４　条例第１２条第１項第３号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1)　床面積の合計が１０平方メートル以下の建築物



(2)　次に掲げる建築設備を有しない建築物

ア　空気調和施設その他の機械換気設備

イ　給湯設備

（届出）

第６条　条例第１２条第２項及び第１３条第２項の規定による届出は、建築物環境エネル

ギー性能計画届出書（様式第１号）により、当該届出に係る建築物の建築の工事に着手

する日の２１日前までに行わなければならないものとする。

２　条例第１２条第３項及び条例第１３条第３項の規定による変更の届出は、建築物環境

エネルギー性能計画変更届出書（様式第２号）により行うものとする。

３　条例第１２条第３項及び条例第１３条第３項の規定による中止の届出は、建築物環境

エネルギー性能計画中止届（様式第３号）により行うものとする。

附　則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。



様式第１号（第６条関係）





様式第２号（第６条関係）



様式第３号（第６条関係）
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